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開会 午前１０時００分 

○議長（荒牧 泰範） 皆様、おはようございます。 

本日は、全員出席で開議は成立いたします。 

なお、総務課、生野課長補佐に出席を求めております。 

また、議会事務局職員及びまちづくり課職員の写真撮影を許可しております。 

ただいまから、令和７年第１回篠栗町議会定例会を開会いたします。 

本日の会議を開きます。 

本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

なお、常任委員会の閉会中の審査結果は、タブレットにメールで送信したとおりでございます。 

また、１月より総務建設常任委員会の委員長に品川静議員が委員長に就任いたしましたので御報

告申し上げます。 

これより日程に従い、議事を進めます。 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、議長において、５番、太郎良瞳議員、６

番、横山和輝議員を指名いたします。 

日程第２、会期の件を議題といたします。 

お諮りいたします。 

本定例会の会期は、本日から３月１３日までの１１日間にしたいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（荒牧 泰範） はい、異議なしと認めます。 

したがいまして、会期は、本日から３月１３日までの１１日間に決定いたしました。 

日程第３、議案の上程を議題といたします。 

本定例会に提出されております議案は、議案第１号から議案第２３号までの計２３議案でござい

ます。 

それでは、議案第１号から議案第２３号までを一括議題といたします。 

町長に一括して提案理由の説明を求めます。 

はい、三浦町長。 

○町長（三浦 正） 皆さんおはようございます。 

本日、令和７年第１回定例会を招集いたしましたところ、公私とも御多忙の中、御出席賜り誠に

ありがとうございます。 

３月に入り一気に春めいた日和となりました。もう一度くらい寒さが戻るかもしれないとはいえ

３月でございます。下旬には、桜も開花し、４月には、篠栗の山々が、一番映える新緑の淡い緑

に包まれることでございましょう。 
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昨日の篠栗町消防団非常呼集訓練は、中部消防署と粕屋中部３町消防団員合同の訓練で、久山

町内で発生した火災が篠栗町内演習林に飛び火し、応援消火活動を行うという趣旨の訓練でござ

いました。日本中が乾燥している中、２月２６日に発生し、現在も鎮火していない岩手県大船渡

市の大規模林野火災のこともあり、消防団員は緊張感を持って行動しておりました。議員の皆様

には御案内をしておりませんでしたが、全体として規律のとれた消火訓練であったと感じており

ます。町としても、装備の適正な更新を行いながら、消防団員の士気をしっかりと維持していく

必要がありますので、今後とも議会におかれましても、御理解と御協力をよろしくお願いいたし

ます。 

それでは、令和７年度の施政方針についてしばらくお時間を頂き述べたいと思います。 

ロシアによるウクライナ侵略戦争の終結を期待した一昨日のトランプ米大統領とゼレンスキー

ウクライナ大統領との会談が物別れに終わり、ますます西側諸国同士の混迷が深まってまいりま

した。今後の国際情勢について緊張感を持って見守らなければなりません。 

一方、国の令和７年度予算を審議している第２１７回通常国会においても、なかなか審議のまと

まりを見通すことができず、迷走しております。 

また国際的なエネルギー価格、原材料費の上昇、さらには、米不足や野菜不足による物価高騰な

ど、日本は依然として困難な状況に直面しております。 

度々申し上げておりますが、篠栗町は、令和３年９月にゼロカーボンシティーの表明を行いま

した。今こそ、世界の近代化の原動力となった化石燃料によるエネルギー政策から脱却し、自然

の循環を重視した脱炭素社会実現のために一歩を踏み出す時期に来ていることを深く理解し、先

進自治体に倣って、２０３０年までに、２０１３年度対比温室効果ガス４６％削減のための行動

を継続していかなければならないと実感しております。いよいよ令和７年度は、公共施設のオン

サイト PPA 事業をスタートいたします。 

そうした中、福岡県町村会は、２月２８日開催された定期総会において、「町村を取り巻く環

境は少子高齢化や人口減少、基幹産業である農林水産業の衰退、頻発する自然災害、国際情勢の

不安定化などに加え、物価高騰や民間の賃上げ等に伴う委託費の増加、人件費の増額など、多く

の課題を抱えており、また総じて税源に乏しく、厳しい財政運営を余儀なくされている。このよ

うな中にあって、町村は住民の生命、財産を守るため、防災、減災対策、国土強靱化のさらなる

推進を図り、災害からの復旧・復興の支援対策の充実に努め、安全安心な暮らしの確保と地方創

生による分散型国づくりを国とともに総力を挙げて取り組んでいかなければならない。よって、

町村が自主的自律的に様々な施策を展開しうるよう、地方５団体等関係団体とも協調しながら、

下記の事項の実現に総意を結集して全力を尽くす決意である」として、 

激甚化・広域化する自然災害に迅速かつ的確に対応できるよう、防災・減災対策国土強靱化を

一層推進するとともに、災害からの復旧復興への十分な財政支援を図ること。 

地方分権改革を推進するとともに、東京一極集中の是正と分散型の国づくりを強力に推進する
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こと。 

これまでの地方創生等の取組の成果と反省を生かした新たな地方創生による大胆な施策を講じ

ること。 

自治体 DX を初めとするデジタル化施策を積極的に推進すること。 

全国一律に実施すべき総合的な施策について、市町村の財政力等によって、子ども・子育て支

援施策に地域間格差が生じることのないよう必要な措置を講じること。 

地域から脱炭素化を推進すること。 

など、１５項目の決議を行いました。 

例月の月末に開催している管理職対象の課長・課長補佐会議において、２月２７日は、「言志

四録」からの１節、「我自らを感じて而る後に人之れに感ず。」つまり、自分が感動するから、

そのあとに人がそれに伝わる、と話しました。すなわち、「自らが情熱の矢となれ」ということ

でございます。 

令和７年度のスタートを前に、今定例会で各課が考える事業とその実現に向けた予算案を可決

頂いたならば、全てにおいて情熱を持ってそれをやり抜こうという思いでございます。この意気

込みで取り組んでまいりますので、何とぞよろしくお願いいたします。 

では、令和７年度事業について、課ごとで取り組もうとしているポイントを説明いたします。 

総務費では、総務課、財政課、財産活用課、まちづくり課、会計課、税務課、収納課、住民課

がそれぞれ関わっております。 

総務課では、業務効率化を図ること、適正な人員配置と今後の組織見直しを視野に、業務改革

（BPR）と言われますが、これを実施いたします。また、緊急防災・減災事業債を活用して、更新

計画に基づき、消防車両と装備の充実を図ります。 

財政課では、入札関連事項の電子化の推進に関して、令和７年度１０月から入札に係る案件の

電子契約導入を目指します。 

財産活用課でございます。懸案でございました庁舎耐震化工事はおおむね完了しつつありま

す。令和７年度も引き続き、自治体 DX を推進してまいります。平成２７年１２月に策定いたしま

した篠栗町公共施設等総合管理計画の改定を行います。また、国が進める地方公共団体情報シス

テム標準化改定の方針に合わせ、戸籍業務も含め、生活保護業務を除く１９業務を対象に、令和

７年度末までに標準化システムに移行いたします。 

まちづくり課においては、２０２３年度から篠栗町第７次総合計画や国のデジタル田園都市国

家構想を加味した「第３期篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」が出来上がりました。この

初年度としての取り組みをスタートいたします。令和７年度は、昭和３０年に合併篠栗町がスタ

ートして７０周年の年に当たります。節目の年として後世に残るものを企画したいと考えており

ます。 

会計課におきましては、令和７年１月末に DX の推進と金融機関手数料負担に伴うコスト削減対
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策として、役場指定金融機関派出窓口を閉鎖いたしました。今後につきましても、さらなる業務

効率化を目指してまいります。 

税務課では、確定申告における電子申告・電子申請の手続を拡充するとともに、軽自動車税等

の申告手続のオンライン化を図ります。 

収納課では、引き続き、従来の納付方法（金融機関窓口や口座振替、コンビニ等）に加えまし

て新たに自宅のパソコンやスマートフォン等からインターネットを利用しての納付の推進による

徴収率の上昇を目指してまいります。 

住民課でございます。マイナンバーカードの交付については、引き続き交付率向上の取り組み

を進めるとともに、マイナ保険証への切替えに伴う必要な説明やサポートを進めてまいります。

子育て支援策として、こども医療費の助成を拡大いたしましたが、他の市町における更なる拡大

の検討を踏まえ、足並みを揃えられるよう取り組んでまいります。また、令和７年度から令和８

年度にかけて、尾仲区の住居表示を実施いたします。 

民生費・衛生費でございます。民生費・衛生費は福祉課、こども育成課、健康課、都市整備課

環境係が所管しております。 

福祉課におきましては、福岡工業大学との共同研究事業として、令和３年度から開始しており

ます「ささぐり元気もん活動」を令和７年度も継続いたします。現在の「篠栗町福祉総合計画

（ささぐり福祉プラン）」でございますが、令和８年度に計画期間が満了することに伴い、新た

な篠栗町福祉総合計画の策定準備に入ります。新たな取り組みとして、「篠栗町居住支援協議

会」を立ち上げ、住宅施設と福祉施策が連携した地域の居住体制の強化を図ります。詳細は、当

初予算連合審査の際に御説明申し上げます。町営葬祭場「天空会館」につきましては、築２０年

以上が経過していることから、屋根等の経年劣化が著しく、今後も大規模改修や会館の運営形態

等についても、議員の皆様や町民の皆様とともに検討していかなければならないと考えておりま

す。 

こども育成課については、国において保育に係る助成が広がっております。「医療的ケア児保

育支援事業補助金」は、令和７年度新たに取り組む支援事業で「篠栗どろんこ保育園」でスター

トする予定でございます。また、学校や家以外のこどもの第３の居場所として、子どもたちが安

心して過ごせる環境で自己肯定感、他人や社会との関わる力、生活習慣、学習習慣等、将来の自

立に向けて生き抜く力を育むことを目的に行う「こどもの居場所支援事業」に取り組む新施設が

くすのき公園跡地に開設されます。平成１５年度に建設された、たけのこ・すぎのこ両児童館、

平成１８年度建設のやまばと児童館は、いずれも経年劣化により各部においてできるだけ速やか

に改修することが望ましいとの指摘を受けております。令和７年度たけのこ児童館外装補修工事

を行ってまいります。 

次に、健康課でございます。今年度も町民の皆様の健康増進のために、各種予防事業を行うと

ともに、母子保健事業につきましても、さらなる充実を目指します。また、新規に令和７年度４
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月から帯状疱疹ワクチンの接種を開始する予定でございます。築２０年以上経過しておりますオ

アシス篠栗でございますが、様々な箇所で不具合が出ております。特に、温浴施設は、保健福祉

事務所から大規模改修を要するとの指摘を受けております。オアシスバスの増便等も考慮に入れ

つつ、今後の運営についての検討委員会を立ち上げて、議員の皆様とも一緒に、新たなスタイル

を模索してまいります。 

都市整備課環境係が所管するカーボンニュートラルに向けた取り組みを着実に展開してまいり

ます。令和７年度はオンサイト PPA 事業がスタートすることから、SPC 組成に向けた取り組みを

始めます。本日、「篠栗町ワンヘルス推進宣言」を行います。これは服部県政の重要な施策の一

つであります、ワンヘルスの世界的先進地を目指すための取り組みでございまして、既に令和７

年１月３０日現在で、県内６０市町村のうち３４市町村が推進表明を行っております。糟屋郡町

長会におきましても、福岡県におけるこの流れに呼応すべく、歩調を合わせて取り組みを開始す

るものでございます。詳細は後刻の全員協議会において御説明を申し上げます。 

次に、農林水産業費・商工費の所管であります産業観光課の取り組みについて申し上げます。

令和６年度から、国の「みどりの食糧システム戦略推進交付金」を活用して、有機農業産地づく

り推進に取り組んでおりますが、令和６年度に発足いたしました「ささぐりの食と農を考える協

議会」を核といたしまして、「ささぐりオーガニックビレッジ宣言」に向けた計画の策定と有機

農業推進体制の構築を行います。１０年間の施業計画で森林環境譲与税を活用して城戸区、山手

区、山王区を中心に、放置竹林の整備を計画的に行っておりますが、伐採後の竹の処理を工夫し

て、引き続き施業計画に基づき取り組みます。ふるさと納税寄附金については、令和６年度は目

標未達に終わったことを踏まえ、地域おこし協力隊員を活用し、魅力あるふるさと返礼品の企画

開発と広告運用の見直し等により、４億円の目標達成を目指します。消費者行政については、福

岡県消費者行政活性化基金事業を活用し、今後も「かすや中南部広域消費生活センター」を拠点

に、継続して相談者の対応に努めてまいります。 

次に、都市整備課が所管しております土木費について述べます。工事につきましては、行政区

からの要望で緊急性があるものに関する工事及び町内の道路整備等を中心に行ってまいります。

災害対策のための水路改修工事の継続をはじめ、側溝整備や道路維持補修など、例年どおりの取

り組みを行うこととしております。また、九州大学農学部福岡演習林の有効活用について、九州

大学との協議に入っております。これは福岡演習林のうち、山林部分を除く、和田区、津波黒区

内にあります、果樹園や薬草園等について、逐次、他地区へ移す計画が内々に進められていると

の情報を令和７年２月に掴んだことから、広大な敷地の利用について、篠栗町のまちづくりに資

する取り組みを共に進めたいと申し出ているものでございます。いずれ、九州大学と篠栗町と共

同で公表できるものと考えております。 

教育費は、学校教育課、社会教育課が所管しております。 

これから所管課を決めて準備いたしますが、町政７０年を記念して、町内小中学生の海外派遣
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めるものであります。補正予算の内容は、物価高騰対応重点支援給付金事業実施に伴うもので、

令和６年度篠栗町一般会計予算の総額に１億４,０８１万９,０００円を追加し、予算総額を１５

２億７３６万円とするものであります。繰越明許費は、物価高騰対応重点支援給付金事業 

１億４,０８１万９,０００円を追加するものであります。 

議案第２号は「専決処分の承認を求めることについて（専決第１７号）」であります。本議案

は、令和６年度篠栗町一般会計補正予算（第１１号）について、地方自治法第１７９条第１項の

規定により、専決処分を行いましたので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を

求めるものであります。補正予算の内容は、令和６年１２月２２日に発生いたしました庁舎漏水

事故の復旧に伴うもので、令和６年度篠栗町一般会計予算の総額に１,４４６万６,０００円を追

加し、予算総額を 

１５２億２,１８２万６,０００円とするものであります。繰越明許費は、戸籍システム関連機器

設置業務委託３８５万円を追加するものであります。 

議案第３号は「副町長の選任について」であります。本議案は、大塚哲雄副町長が令和７年３

月３１日をもって任期満了となるため、新たに副町長として、田村明広氏を選任することについ

て、地方自治法第１６２条の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

議案第４号は「篠栗町監査委員の選任について」であります。本議案は、石内清之監査委員が

令和７年３月３１日をもって任期満了となるため、同氏の再任について、地方自治法第１９６条

の規定により議会の同意を求めるものであります。 

議案第５号は、「篠栗町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定につ

いて」であります。本議案は、令和６年の人事院の給与改定に関する勧告により、国に準じた措

置を講じる必要が生じたため、給与に関する条例等の一部を改正するものであります。改正の主

な内容は一般職給料表の高卒の初任給を約１２.８％、大卒の初任給を約１２.１％引上げ、１級

で平均１１.１％、２級で平均７.６％引き上げるなど、若年層に重点を置いた給料月額を全体で

平均３.０％引上げ、一般職勤務手当については、０.０５月分を引き上げるとともに一般職、特

別職及び議員の期末手当について、０.０５月分引上げ、各種手当においても、配偶者に係る扶養

手当の廃止、子に係る扶養手当の増額、通勤手当の支給限度額引上げ、管理職特別勤務手当の平

日深夜に係る支給対象時間帯を拡大するという内容でございます。 

議案第６号は「篠栗町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について」であります。本議案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準が改正されたことに伴い、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正するものであり

ます。改正の内容は、乳幼児に対する食事の提供にあたって、家庭的保育事業等に求めている必

要な配慮について見直しを行うものであります。 

議案第７号は「財産の取得について」であります。本議案は、小学校特別支援教室増加に伴う

備品購入のため、財産の取得について仮契約を締結しましたので、篠栗町議会の議決に付すべき
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契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるものであ

ります。取得する財産は、小学校備品一式、契約金額は、７１０万６,０００円、契約方法は、一

般競争入札、契約の相手方は、株式会社オフィスステーションカジワラ 代表取締役 梶原日出男

であります。 

議案第８号は「字の区域の変更及び町（丁目）の区域の設定について」であります。本議案

は、住居表示の実施予定区域において、字の区域の変更及び町（丁目）の区域を設定するため、

地方自治法第２６０条第１項の規定により議会の議決を求めるものであります。 

議案第９号は「町道の認定について」であります。本議案は、宅地開発により造成された道路

を新規路線として町道認定するため、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決を求めるも

のであります。認定路線名は和田地区８７号線から同９０号線までの４路線であります。 

議案第１０号は「町道の路線変更について」であります。本議案は、既存道路の終点及び延長

及び幅員が変更になったため、道路法第１０条第２項及び同条第３項の規定により、議会の議決

を求めるものであります。変更路線名は篠栗地区４号線であります。 

議案第１１号は「農業用施設整備工事に伴う受益者負担金の免除について」であります。本議

案は、農業用施設整備工事に伴う受益者負担金について、篠栗町土木工事負担金徴収条例第４条

第１項第５号の規定により免除することについて、同条第３項の規定により議会の同意を求める

ものであります。工事名は、津波黒地区水路浚渫工事、工事箇所は、大字津波黒地内、受益者

は、津波黒区水利組合、免除する受益者負担金額は、１２万６,５００円であります。 

議案第１２号は「農業用施設整備工事に伴う受益者負担金の免除について」であります。本議

案は、農業用施設整備工事に伴う受益者負担金について、篠栗町土木工事負担金徴収条例第４条

第１項第６号の規定により免除することについて、同条第３項の規定により、議会の同意を求め

るものであります。工事名は、宮田井堰取水ゲート整備工事、工事箇所は、大字津波黒地内、受

益者は和田区水利組合、免除する受益者負担金額は、１万１,８８０円であります。 

議案第１３号から議案第１７号までの５議案は、令和６年度補正予算であります。 

議案第１３号は「令和６年度篠栗町一般会計補正予算（第１２号）について」であります。本

議案は、令和６年度篠栗町一般会計予算の総額から 

６億１,５８９万７,０００円を減額し、予算総額を１４６億５９２万９,０００円とするものであ

ります。まず、歳入の主なものにつきましては、地方交付税 

１億１,３５０万６,０００円、財産収入２億９,３３１万７,０００円をそれぞれ追加し、国庫支

出金を１億５,９２２万１,０００円、寄附金 

５億４,８７７万３,０００円、繰入金２億６,１１９万２,０００円をそれぞれ減額するものであ

ります。 

次に歳出の主なものといたしましては、総務費において、企画費として、ふるさと寄附金事業

費２億７,９００万円減額するものであります。 
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民生費において、児童運営費といたしまして、 

保育所等物価高騰対策補助金１９０万円、子育て支援費として、障がい児保育事業補助金１,４２

２万６,０００円を追加し、児童手当１億７,９３３万５,０００円を減額、児童育成事業費とし

て、放課後児童健全育成事業費補助金２６３万４,０００円を追加するものであります。 

衛生費においては、総合保健福祉センター運営費として、 

指定管理料１,６３４万９,０００円、燃料費高騰支援補助金１,３００万円を追加し、塵芥処理費

として、須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金を８,０８７万９,０００円減額するものでありま

す。 

農林水産業費においては、農業振興費として、ため池耐震診断業務委託 

１,１９１万円、観光費として、宿泊税交付金基金積立金３８４万１,０００円を追加するもので

あります。 

諸支出金においては、基金費として、財政調整基金利子積立金１４０万円、公共施設等整備基

金利子積立金１００万円を追加するものであります。 

繰越明許費については、庁舎耐震補強及びその他改修事業ほか４件の 

総額３億５,２５０万６,０００円を追加するものであります。 

債務負担行為については、業務量調査業務委託を令和７年度に３５６万円、須恵町外二ヶ町清

掃施設組合分担金を令和６年度から令和２５年度に 

６,５４８万８,０００円をそれぞれ追加するものであります。 

最後に、地方債については、一般補助施設整備等事業に２,０２０万円を追加し、借入限度額を

変更するものとして、公共事業等１２０万円、防災・減災・国土強靱化緊急対策事業４１０万円

を追加し、緊急防災・減災事業１,８００万円、学校教育施設等整備事業３,９９０万円、脱炭素

化推進事業２,４３０万円をそれぞれ減額するものであります。 

議案第１４号は「令和６年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について」であ

ります。当該補正予算は、令和６年度篠栗町国民健康保険特別会計予算から、歳入歳出それぞれ

１億６,９１６万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２８億３,３５９

万９,０００円とするものであります。内容は、育児休業取得職員の給与等人件費及び医療費等療

養諸費について減額補正するものであります。 

議案第１５号は「令和６年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）について」で

あります。当該補正予算は、令和６年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算に、歳入歳出それぞ

れ９６万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ５億３,７７１万９,０

００円とするものであります。内容は、県費負担金の確定による減額補正及び人事院勧告に伴う

人件費等の増額補正であります。 

議案第１６号は「令和６年度篠栗町水道事業会計補正予算（第３号）について」であります。

当該補正予算は令和６年度篠栗町水道事業会計予算における収益的支出に 
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１７８万８,０００円を追加し、収益的支出の総額を５億８,６０４万円とするものであります。

収益的収入の予算額が６億４,５２１万８,０００円であるため、 

５,９１７万８,０００円の黒字予算となります。内容は、人件費の補正であります。 

議案第１７号は、「令和６年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第２号）につい

て」であります。当該補正予算は、令和６年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算における

収益的支出に１１５万４,０００円を追加し、収益的支出の総額を８億８,２６３万１,０００円と

するものであります。収益的収入の予算額が 

８億９,１１８万円であるため、８５４万９,０００円の黒字予算となります。内容は、人件費の

補正であります。 

議案第１８号から議案第２２号までの５議案は、令和７年度各会計の当初予算であります。 

議案第１８号は「令和７年度篠栗町一般会計予算について」であります。 

予算総額は１４５億３,１８１万１,０００円で、前年度当初予算に対し、 

１８億１,００２万８,０００円、１４.２％の増額となっております。主な増額の要因といたしま

しては、児童手当、保育所運営費委託料、自立支援サービス給付、GIGA スクール端末購入費、小

学校屋内運動場長寿命化改修工事、キッズドリーム幼児園増改築補助金、記念体育館空調工事、

彩り台恒久法面対策工事などでございます。 

また、主な減額経費は、ふるさと寄附金返礼品及び公債費などでございます。 

なお、令和７年度の予算編成につきましては、前年度同様、第７次総合計画を踏まえ、限られた

歳入財源を有効利用できる事業を選定し、歳出削減に努めております。 

それでは、歳入歳出の主なものを御説明いたします。 

歳入は、町税において、固定資産税等の増収を見込み、前年度より 

２億４７９万４,０００円増の３６億３,０５４万４,０００円を計上するものであります。地方交

付税においては、前年度より４億３,６９４万５,０００円の増額で、 

２４億５,１８２万円を計上しております。 

国庫支出金においては、児童手当交付金、保育所運営費国庫負担金、障害者自立支援給付費国

庫負担金、学校施設環境改善交付金、公立学校情報機器整備費補助金（GIGA スクール端末購入）

でございますが、それらの増額等で、 

前年より８億６,７５４万１,０００円増の２８億２,９０１万１,０００円を計上しております。 

県支出金については、保育所運営費県費負担金、児童厚生施設整備費補助金これはキッズドリ

ーム幼児園増改築補助金でございます。 

障がい者自立支援給付費県負担金の増額等で、 

前年比より１億１,２９２万１,０００円増の１１億８,９３５万７,０００円を計上いたしており

ます。 

財産収入においては、利子収入の増額で、前年度より６７２万９,０００円増の 
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３,５７１万４,０００円を計上しております。 

寄附金においては、ふるさと納税寄附金の減額で４億円の予算を計上しております。 

諸収入においては、各種団体からの補助金等の増額で、前年度より 

６,６４２万２,０００円増の３億２,６７４万３,０００円を計上しております。 

町債は、学校教育施設等整備事業債等の増額で、 

前年度より３億９９２万３,０００円増の１１億３,９３０万円を計上しております。 

続きまして歳出は、総務費において、行政事務包括委託料 

３億４８３万３,０００円、公共施設等総合管理計画策定業務委託 

２,７８９万１,０００円、事業運営委託料（産業団地 PR 業務とささぐりフードフェスタ）１,０

１４万円、ふるさと寄附金返礼品ほか関連事業費 

２億２,８４２万３,０００円、 

住居表示実施整備事業関連委託料１,４７１万８,０００円、 

参議院議員選挙費１,８３８万８,０００円など、前年度より２億７８８万３,０００円減の２２億

３,８３１万９,０００円を計上いたしております。 

民生費におきましては、県介護保険広域連合費３億６,８０６万３,０００円、自立支援サービ

ス給付費１１億８,９００万円、後期高齢者医療療養給付費負担金 

３億８,２０１万７,０００円、児童運営費委託料１３億７,１６９万７,０００円、こどもの居場

所支援事業費補助金２,１５３万５,０００円、児童館等業務指定管理料 

１億５８２万３,０００円、たけのこ児童館外装補修工事１,９８４万４,０００円、放課後児童健

全育成事業費補助金３,５１２万３,０００円など、前年度より 

６億９,８６９万６,０００円増の５４億３,０１８万２,０００円を計上しております。 

衛生費においては、妊婦のための支援給付金２,７６０万円、予防事業委託料 

１億２,９５０万５,０００円、オアシス照明制御機器更新工事２,９７０万円、省エネ家電購入補

助金１,５８０万円、塵芥等収集運搬費２億４,５２４万２,０００円、須恵町外二ヶ町清掃施設組

合分担金４億７,６２２万６,０００円など、前年度より 

６,９３０万１,０００円増の１４億６,４７８万２,０００円を計上するものであります。 

農林水産業費においては、馬手池周辺整備業務委託１,３７４万１,０００円、県営土地改良事

業に係る負担金、切通池の改良工事でございますが、１,８３３万円、みどりの食料支援システム

戦略推進補助金８００万円など、 

前年度より１０８万４,０００円増の１億９,５８９万５,０００円を計上するものであります。 

商工費においては、プレミアム付商品券補助金１,０００万円など、前年度より 

６７７万８,０００円増の１億３,３２６万６,０００円を計上するものであります。 

土木費においては、和田線道路改良工事ほか道路改良工事３,４２０万円、往還川河川改修工事

１,０００万円など、前年度より９,７１４万８,０００円減の 
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３億５,９５８万５,０００円を計上するものであります。 

消防費においては、消防ポンプ車、小型ポンプ積載車等購入費２億２,９３２万円、粕屋南部消

防組合分担金３億７,１３６万７,０００円など、前年度より 

１億６,１０１万１,０００円増の６億９,５２３万６,０００円を計上するものであります。 

教育費においては、学校等給食費補助金４,１５３万８,０００円、 

小学校工事関連、勢門・北勢門小学校屋内運動場改修工事でございますが、９億円、中学校関連

工事、篠栗北中学校特別支援教室空調機器設置工事ほかでございます、 

１,１０４万５,０００円。総合センター施設整備工事、舞台引割幕取替工事ほかで 

１,６７３万１,０００円。社会体育施設整備工事、記念体育館空調機器設置工事ほか、１億６,３

９８万６,０００円など、前年度より１１億７,５２２万１,０００円の増の２５億１,３０６万１,

０００円を計上するものであります。 

公債費においては、起債元金及び利子償還費用として、前年度より 

１,０７８万４,０００円減の６億５,９０６万８,０００円を計上するものであります。 

諸支出金においては、特別会計等への繰出金６億５,６４２万４,０００円など、前年度より１

８９万円増の６億９,４０７万６,０００円を計上するものであります。 

また、債務負担行為については、 

令和７年度から令和８年度に福祉総合計画策定業務委託１,６６９万７,０００円。 

令和８年度から令和１２年度に児童館指定管理５億４,７２６万円。 

令和７年度に須恵町外二ヶ町清掃施設組合に対する一時借入金に係る債務保証で総額４億円を限

度額とする借入金及びこれに対する利息の合計。 

令和７年度から令和１７年度に教育施設照明 LED 化リース、これは篠栗中学校 

５,２８０万円。 

令和７年度から令和１７年度に教育施設照明 LED 化リース（総合運動公園） 

９,５０４万円を計上するものであります。 

最後に、地方債については、学校教育施設等整備事業債のほか、７つの事業債を 

総額１１億３,９３０万円計上するものであります。 

議案第１９号は「令和７年度篠栗町国民健康保険特別会計予算について」であります。当該予

算は、総額２７億３,７８５万９,０００円で、前年度当初予算額に対し、 

７.１％減となっております。 

歳入の主なものといたしましては、国民健康保険税４億５,２７０万５,０００円、県支出金１９

億９,８９５万９,０００円を計上いたしております。 

歳出の主なものといたしましては、保険給付費１９億５,０２３万５,０００円、国民健康保険事

業費納付金６億８,３８５万円を計上いたしております。 

議案第２０号は「令和７年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算について」であります。当該
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予算は５億６,５２５万１,０００円で、前年度当初予算額に対し６.７％の増となっております。 

歳入の主なものといたしましては、 

後期高齢者医療保険料４億１,４９８万１,０００円、 

一般会計繰入金１億５,０２５万４,０００円を計上いたしております。 

歳出の主なものといたしましては、 

後期高齢者医療広域連合納付金５億８,３３２万円を計上いたしております。 

議案第２１号は、「令和７年度篠栗町水道事業会計予算について」であります。 

当該予算は、対前年度比では、収益的収入０.１％増、支出８.９％増となり、資本的収入２８.

０％減、支出３３.２％減となっております。 

収益的収入及び支出において、収益的収入６億４,５６０万５,０００円、同支出 

６億２,９６７万４,０００円で、１,５９３万１,０００円の黒字予算となっております。 

収入の主なものといたしましては、水道使用料５億８,７３８万７,０００円を計上いたしてお

ります。 

支出の主なものといたしましては、 

福岡地区水道企業団受水費２億４７６万５,０００円、 

支払利息１,８６５万７,０００円を計上いたしております。 

資本的収入及び支出においては、資本的収入１億８,７３１万円、 

同支出３億１,１６４万１,０００円で１億２,４３３万１,０００円の赤字予算となっています

が、不足する額は損益勘定留保資金等で１億２,４３３万１,０００円補填する予定でございま

す。 

収入の主なものといたしましては、企業債１億８,７３１万円を計上いたしております。 

支出の主なものといたしましては、建設改良費１億９,８４４万８,０００円、企業債償還金１

億１,３１９万３,０００円を計上いたしております。 

議案第２２号は「令和７年度篠栗町流域関連下水道事業会計予算について」であります。 

当該予算は、対前年度比では、収益的収入０.６％減、支出０.１％増となっており、資本的収入

１.４％増、支出０.６％減となっております。 

収益的収入及び支出においては、収益的収入８億８,５７５万９,０００円、同支出 

８億８,２０２万２,０００円で、３７３万７,０００円の黒字予算となっております。 

収入の主なものといたしましては、下水道使用料５億１,３６１万５,０００円、他会計負担金

１億８００万円を計上いたしております。 

支出の主なものといたしましては、 

流域下水道維持管理負担金２億９,１８３万５,０００円、 

支払利息６,８３１万８,０００円を計上いたしております。 

資本的収入及び支出においては、資本的収入３億６,７１５万９,０００円、同支出 
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５億８,５８５万１,０００円で、２億１,８６９万２,０００円の赤字予算となっておりますが、

不足する額は損益勘定留保資金等２億１,８６９万２,０００円で補填する予定でございます。 

収入の主なものといたしましては、企業債２億４,４８０万円、 

他会計負担金１億２,２００万円。 

支出の主なものといたしましては、建設改良費１,３２０万円、流域下水道建設負担金５,９２

５万１,０００円、企業債償還金５億１,３４０万円を計上いたしております。 

議案第２３号は「財産の処分について」であります。 

本議案は、令和６年９月２０日に買戻しを行った、篠栗北地区産業団地事業用地６を工場等の用

地として売却することについて、売却の相手先と仮契約を締結いたしましたので、篠栗町議会の

議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を

求めるものであります。 

所在地は、篠栗町彩り台３４６番地１４。地積は、５,４５９.６４平方メートル。売却の金額

は、２億８,７０６万７,８７１円。売却の方法は、随意契約。売却の相手方は、アトム株式会社 

代表取締役 花田利喜であります。 

以上が、本定例会に提案いたしました議案の提案理由でございます。 

慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（荒牧 泰範） 町長、ただいまの御登壇中、前段部分、新年度の施策説明において、天空

会館は築２０年以上という表現をされましたが、誤解を招くといけないんで、葬祭場へ改修を２

０年以上と読替えさせていただいてよろしゅうございますでしょうか。はい、ではそのように読

替えさせていただきます。 

ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

はい、質疑なしと認め、質疑を終わります。 

ここで、おおむね１時間経過いたしましたので、１１時１０分より再開いたします。 

暫時休憩といたします。 

休止 午前１０時５８分 

再開 午前１１時０５分 

○議長（荒牧 泰範） 予告時刻前ですが、おそろいですから始めさせていただいてよろしいでし

ょうか。 

はい、では再開いたします。 

日程第４、「議案の委員会付託について」を議題といたします。 

議案第１号から議案第２３号までの２３議案を一括議題といたします。 

お諮りいたします。 

ただいま議題となっております議案のうち、議案第３号及び議案第４号は人事案件ですので委員



- 15 - 
 

会の付託は省略し、本日の日程といたします。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（荒牧 泰範） はい、異議なしと認めます。 

よって、そのように決定いたしました。 

次に、議案第５号から議案第１２号までの８議案につきましては、タブレットの掲載のとおり、

総務建設・文教厚生、それぞれ所管の常任委員会に付託したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（荒牧 泰範） はい、異議なしと認めます。 

よって、そのように付託することに決定いたしました。 

次に、議案第１号、議案第２号及び議案第１３号から議案第２３号までの１３議案につきまして

は、議長を除く１１人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（荒牧 泰範） はい、異議なしと認めます。 

よって、そのように付託することに決定いたしました。 

なお、予算特別委員会の正副委員長については、申合せにより、委員長は、９番、栗須信治議

員、副委員長は、７番、品川静議員です。 

次に、報告第１号から報告第５号まで及び篠栗町中長期財政計画の見直しについては、１１日の

予算特別委員会の予算審議終了後に全員で報告を受けたいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（荒牧 泰範） はい、異議なしと認めます。 

よって、そのように決定いたしました。 

日程第５、議案第３号「副町長の選任について」を議題といたします。 

議案の説明に入ります前に、当事者であります田村明広氏の退出を求めます。 

（田村明広氏 退出） 

○議長（荒牧 泰範） では、議案の説明を、総務課生野課長補佐に求めます。 

はい、課長補佐どうぞ。 

○総務課長補佐（生野 崇） 説明いたします。  

議案第３号「副町長の選任について」 

次の者を副町長に選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

第１６２条の規定により、議会の同意を求める。 
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氏名、田村明広。令和７年３月３日提出、篠栗町長 三浦 正。 

提案理由、大塚副町長が令和７年３月３１日をもって任期満了となるため、新たに副町長として

田村明広氏を選任することについて、地方自治法第１６２条の規定により、議会の同意を求める

ものである。 

次のページに履歴書を添付しておりますので、御参照ください。 

なお、任期については、令和７年４月１日から令和１１年３月３１日まででございます。 

以上でございます。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの総務課長補佐の説明に対し質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

はい、質疑なしと認めます。 

お諮りいたします。 

本案は人事案件でございますので、討論を省略したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（荒牧 泰範） はい、異議なしと認め、討論を省略し、これより採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に同意することについて賛否の表決を求めます。 

ボタンを押してください。 

（表決） 

○議長（荒牧 泰範） はい、押し間違いはございませんか。 

（なし） 

○議長（荒牧 泰範） 全員賛成と認めます。 

よって、議案第３号は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

それでは、田村明広氏の入場を求めます。 

（田村明広氏 入場） 

○議長（荒牧 泰範） ここで、田村氏に御報告いたします。 

議案第３号「副町長の選任について」は原案のとおり、全員賛成にて同意することに決定いた

しました。 

報告を終わります。 

日程第６、議案第４号「篠栗町監査委員の選任について」を議題といたします。 

議案の説明を、佐伯監査委員事務局長に求めます。 

○監査委員事務局長（佐伯 和久） 説明いたします。 

議案第４号「篠栗町監査委員の選任について」 

次の者を監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 
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第１９６条の規定により、議会の同意を求める。 

氏名、石内清之。令和７年３月３日提出、篠栗町長三浦正。 

提案理由、石内清之監査委員が令和７年３月３１日をもって、任期満了となるため同氏の再任に

ついて、地方自治法第１９６条の規定により、議会の同意を求めるものである。 

なお、履歴書は添付のとおりで、任期は、令和７年４月１日から令和１１年３月 

３１日まででございます。 

以上でございます。 

○議長（荒牧 泰範） ただいまの監査委員事務局長の説明に対し質疑を行います。 

質疑はございませんか。 

質疑なしと認めます。 

お諮りいたします。 

本案は人事案件でございますので討論を省略したいと思います。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（荒牧 泰範） はい、異議なしと認め、討論を省略しこれより採決を行います。 

採決は押しボタンにより行います。 

本案に同意することについて、賛成の方はボタン押してください。 

（表決） 

○議長（荒牧 泰範） 変更はございませんか。 

（なし） 

○議長（荒牧 泰範） はい、確定いたします。 

全員賛成と認めます。 

よって、議案第４号は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

これをもちまして散会といたします。 

散会 午前１１時１４分 


